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ドイツの歴史学界における中世のワインに関する研究状況について 

北嶋 裕 

 

1. ドイツの歴史学界における研究状況と基本文献 

「葡萄栽培とその歴史や文化については、ほとんど無数の著作が刊行されているが、歴史学

全体として、そして中世史学においてもまた、これを魅力的な研究分野とは長らく見做して

こなかった」と、ミヒャエル・マテウスは、2004 年に刊行された論文集『中世におけるワ

インの生産と消費』1でドイツの研究状況について指摘している。一方で、ワインの歴史に

関していかに多くの研究がなされてきたかは、ヴィースバーデンに本部を置くワイン歴史協

会 Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.が取りまとめている文献データベースの登録数が、

2016 年 3 月時点で 33386 件に及ぶことからも伺える2。1959 年に設立された同協会では文献

収集の他にもワインの歴史や文化をテーマにした論文を収録した小冊子を毎年刊行しており、

その数は 189 巻に達しているが、執筆者は歴史学者に限らず一般の歴史愛好家も少なくない。

つまり、ドイツにおけるワインの歴史に関する研究を特徴づけているのは、研究者の裾野の

広さであると言ってもよいであろう。 

その嚆矢とも言えるのは、フリードリヒ・フォン・バッサーマン=ヨルダン(1872‐1959)の

『ドイツのワイン農業の歴史』Die  Geschichte  des  deutschen Weinbaus である3。1361 ページ

に及ぶ大著の中で、地元プファルツを中心にしつつドイツ全体を視野に入れ、古代から近現

代にかけての葡萄品種、栽培、醸造、ワイン商業、消費などを多面的に取り上げており、脚

注には記述の根拠として一次史料や 19 世紀以前の文献からの引用も多く、20 世紀初頭まで

のワイン史研究の集大成と言える。また、バッサーマン・ヨルダンからおよそ半世紀後の

1958 に刊行された、古代から 20 世紀にかけてのアルザスのワイン産業をまとめたメダー

                                                            
1 Michael MATHEUS (Hrsg.), Weinproduktion und Weinkonsum im Mittelalter, Stuttgart 2004, S. VII. 
2 http://weinbaugeschichte.bmelv.de/ 
3 Friedrich von BASSERMANN‐JORDAN, Geschichte des Weinbaus, 2 Bde., 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1923 (ND 1991). 



2 
 

ド・バートの著作も見逃すことはできない4。フライブルク大学神学部でアルザスの教会史

を教えていたバートは、農業史・経済史・文化史的アプローチで、丹念な史料収集と文献調

査に基づいて叙述している。また、キリスト教とワインの関わりについては、1980 年に刊

行されたゲオルグ・シュライバーの『ドイツのワイン史・民衆の生活、儀式および経済にお

けるワイン』によくまとめられている5。カトリックの神父であり、レーゲンスブルク大学

と後にミュンスター大学で法学と教会史を教え、多数の著作を残したシュライバーの没後に

刊行された著作は、上記の二冊と異なりワイン農業よりも中世都市におけるワイン商業と消

費について、聖俗の両面から幅広く緻密に紹介している。 

以上三点がドイツにおけるワインの歴史研究をテーマにした一般的な基本文献と言える。だ

が、後述するように 1980 年代末からは専門の歴史家によるワインの歴史をテーマにしたシ

ンポジウムの開催など、学術的な取り組みが増えた。その中では時代、地域、テーマを絞り

込んだ個別研究の他に、研究状況を概観した論文や著作もいくつか刊行されているが、ここ

ではその中から 5 点を紹介して導入としたい。 

一つは英文によるトム・スコットの Medieval Viticulture  in  the German‐speaking  Lands である6。

2002 年までのドイツの研究状況をふまえ、I. ローマ時代からフランク時代にかけての葡萄栽

培の連続性、II. 葡萄栽培の範囲と葡萄品種の特定、II. 葡萄栽培の社会と経済に与える影響、

IV.  中世後期の農業危機における葡萄栽培の位置について観察している。二点目はミヒャエ

ル・マテウスの『葡萄栽培の歴史的諸側面』(2004)である7。2002 年にカイザースラウテル

ンで開催された、葡萄栽培に関する歴史的言語を主題とした研究会での発表をもとにした論

文で、中世のアルプス以北のドイツ語圏を中心に 1. ワイン農業とワイン商業の起源と発展、 

2. 盛期中世における発展、3. 後期中世における構造変化、4. 葡萄農民と農業の体制、5. 醸造

技術、6. ワイン商業と葡萄品種、7. ワインの消費とワインの味、8. 新酒と古酒、という広範

                                                            
4 Medard BARTH, Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebiete seiner Weine, Strasbourg 1958. 
5 Georg SCHREIBER, Deutsche Weingeschichte. Der Wein in Volksleben, Kult und Wirtschaft, Köln 1980. 
6 Tom SCOTT, Medieval Viticulture in the German‐speaking Lands, in: German History Vol. 20, No. 1 (2002), pp. 95‐115. 
7 Michael MATHEUS, Historische Dimensionen des Weinbaus, in: Maria BESSE/ Wolfgang HAUBRICHS/ Roland PUHL (Hgg.), 

Vom Wein zum Wörterbuch – Ein Fachwörterbuch in Arbeit, Stuttgart 2004, S. 237‐273. 
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な題材を 35 ページで概観している。そして 3 点目はロルフ・シュプランデルが経済史的な

視点からまとめた『マルヴァジアからケッチェンブローダまで 後期中世のドイツの市場に

おけるワインの種類』(1998)である。ヴュルツブルク大学のゼミナールにおける研究成果に

基づく本書では、ワインの歴史に関する研究状況を手短にまんべんなく概観するとともに、

中世後期にドイツで流通していたワインの種類と流通経路、及び市場における競合と経済効

果を取り上げ、当時のワイン市場の全体像を看取することができる8。そして 13 世紀から 16

世紀前半におけるドイツの葡萄栽培とともに、土地所有者と農民の主従関係をはじめ、ワイ

ン商業が当時の社会経済にどのような意味を持ち、変化していったかを叙述したオットー・

フォークの『後期中世における葡萄栽培とワイン販売 研究状況とその問題』(1993)も、ワ

イン造りを農業史な側面から扱う場合基本文献となるだろう9。 後に社会史の研究者で

2006 年に惜しくも他界したエルンスト・シューベルトの『中世の食物と飲料』(2006)は、一

章を割いて中世の日常生活におけるワインとビールの生産と消費を俯瞰している10。 

以上 8 点の文献が、ドイツ語圏におけるワインの歴史を研究するにあたり出発点となりうる

ものである。一般向けに書かれたワインの歴史を扱った文献は数多く好著も少なくないが、

ここではさしあたり除外する。本稿ではドイツ語圏における中世の葡萄栽培とワイン造りに

ついてスコットとマテウスの論文におおむね依拠しつつ概観し、研究状況を報告する。 

   

                                                            
8 Rolf SPRANDEL, Von Malvasia bis Kötzschenbroda. Die Weinsorten auf den spätmittelalterlichen Märkten Deutschlands, 

Stuttgart 1998. 谷澤 毅氏がシュプランデルのこの研究の概要を日本語で紹介している。谷澤 毅『中世後期に

おけるワインの流通』長崎県立大学論集 34‐4(2001), 147‐174 頁。 
9 Otto VOLK, Weinbau und Weinabsatz im späten Mittelalter. Forschungsstand und Forschungsprobleme, in: Alois GERLICH 

(Hrsg.), Weinbau, Weinhandel und Weinkultur, Stuttgart 1993, S. 49‐163. 
10 Ernst SCHUBERT, Essen und Trinken im Mittelalter, Darmstadt 2006, S. 169‐205. 以下のダイジェスト版もある。Ders., 

Fress‐ und Sauffgrewel? Was man im Mittelalter aß und trank, Darmstadt 2005. 
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2. ドイツにおける葡萄栽培の起源と連続性 

今日のドイツにワイン造りをもたらしたのはローマ人であることは定説となっている。アウ

ソニウスの『モゼラ』(紀元 370 年頃)にモーゼルの葡萄栽培の様子が詠われていることから、

モーゼル川流域では遅くとも紀元 4 世紀にはワイン造りが行われていたと見られる11。モー

ゼル川流域の考古学的調査を行ったギレスは、ライン・モーゼル川流域の葡萄栽培と醸造に

関する 1999 年までの研究状況と調査結果をまとめている。それによれば、紀元 1 世紀頃の

ものと見られる葡萄収穫用の刃物や容器、ワイン造りやワイン商業とのかかわりを示唆する

墓碑のレリーフなどが 19 世紀以来プファルツ、モーゼル、アールでも発見されているが、

いずれもローマ時代の葡萄栽培と醸造を確実に証拠づけるものではなかった。画期的な発見

となったのは 1977 年にモーゼル川沿いのピースポートで発掘された、おそらく 4 世紀から

5 世紀初頭に設置された葡萄圧搾施設である12。その後 1990 年代に至るまでモーゼル各地で

圧搾所の遺跡が発掘されるとともに、1998 年の植物考古学的調査から紀元 150 年前後のヴ

ィティス・ヴィニフェラの花粉がトリーアの地層から採取され、葡萄栽培はその当時まで遡

るものとみられている13。その後 5 世紀に西ローマ帝国の首都がトリーアからローヌに移さ

れフランク族(412,  421 年)やフン族の侵入(451 年)で荒廃した後も、モーゼルの渓谷で葡萄栽

培が続けられたことは、ヴェナンティウス・フォルトゥナートゥス(530 年頃～610 年)が 588

年頃に書いた詩『航行記』De navigio suo が語っている14。 

                                                            
11 Karl‐Josef GILLES, Bacchus und Sucellus. 2000 Jahre römische Weinkultur an Mosel und Rhein, Briedel 1999, S. 29ff. 
12 SCOTT, Medieval  Viticulture  (s.  Anm.  6),  S.  97.  Karl‐Josef  GILLES,  Der moselländische Weinbau  zur  Römerzeit  unter 

besonderer Berücksichtigung der Weinkeltern,  in: Michael MATHEUS  (Hrsg.), Weinbau zwischen Maas und Rhein  in der 

Antike und im Mittelalter, Mainz 1997, S. 17.  
13 GILLES, Bacchus und Sucellus, S. 15ff. 
14 GILLES, Bacchus und Sucellus, S. 34ff. De navigio suo, Vers 25‐42: Undique prospicimus minitantes vertice montes,/ Nubila 

quo penetrans surgit acuta silex;/ Qua celsos scopulos praerupta cacumina tendunt/ Hispidus et tumulis crescit ad astra 

lapis./  Nec  vacat  his  rigidis  sine  fructibus  esse  lapillis:/  Denique  parturient  saxaque  vina  fluunt./  Palmite  vestitos  hic 

respicis  undique  colles,/  Et  vaga  pampineas  ventilat  aura  comas:/  Cautibus  insertae  densantur  in  ordine  vites,/ Atque 

supercilium  regula picta petit;/ Culta nitent  inter horrentia  saxa colonis;/  In pallore petrae vitis amoena  rubet,/ Aspera 

mellitos pariunt ubi saxa racemes,/ Et cote  in sterili  fertilis uva placet,/ Quo vineta  iugo calvo sub monte comantur,/ et 

tegit umbrosus sicca metalla viror:/ Inde coloratas decerpit vinitor uvas,/ Rupibus adpensis pendet et ipse legens.  
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初期中世におけるワインの生産に関しては、フランツ・シュターブの研究(1996)が、フラン

ク期における民族移動と経済活動に関する 19 世紀以来の研究状況を踏まえ、その頃葡萄栽

培・ワイン商業はどうであったかを考察するとともに、オットー朝までの大土地所有制度に

おけるワイン農業と商業について概観している15。中世 初期にあたるワインに関する史料

的言及は、メロヴィング朝のクロードヴィヒ(482‐511)の頃に成立したサリカ法典だが、葡萄

畑に与えた損害や葡萄と果汁の窃盗に関する規定がみられる16。また、7 世紀以降各地に修

道院が設立されると、その所領管理に関する史料や遺言状などからも荘園領主制における葡

萄栽培形態と、近隣の市場への輸送の状況を読み取ることが出来る17。中でもプリュム修道

院のモーゼル川沿いの村メーリングの 900 年頃の栽培状況に関してイルジーグラーが詳細な

分析を行い、葡萄栽培とワイン醸造に特化した村としてその実態を調査分析している18。 

さて、中世初期の葡萄栽培と醸造に関する史料の中でも、カロリング期のカピトゥラリアが

も重要なもののひとつであることはよく知られている。カール大帝が発布したとされるカ

ピトゥラリアの中には、葡萄畑の管理・収穫・醸造・客人へのワインの供出とともに圧搾に

関する規定がある19。これは従来は収穫した葡萄を素足で踏むことを禁ずるものであると解

釈されてきたが、1996 年にルーカス・クレメンスとミヒャエル・マテウスは、素足で踏む

ことそのものを禁じたのではなく清潔な足で踏むことを定めたものであるにすぎないことを

改めて指摘した20。この規定はその後 1305 年頃に書かれたペトルス・デ・クレセンティイス

                                                            
15 Franz STAAB, Weinwirtschaft im frühen Mittelalter, insbesondere im Frankenreich und unter den Ottonen, in: Christhard 

SCHRENK/ Hubert WECBACH (Hgg.), Weinwirtschaft im Mittelalter. Zur Verbreitung, Regionalisierung und wirtschaftlichen 

Nutzung einer Sonderkultur aus der Römerzeit, Heilbronn 1997, S. 29‐76. 
16 STAAB, Weinwirtschaft im frühen Mittelalter (s. Anm. 15), S. 38, 43, 48f., 56.  
17 643 年にはヴェルダンの助祭アダルギゼル・グリモの遺言状に、所有者から利用を許されていたモーゼルのリ

ーザーにある葡萄畑を、トリーアのザンクト・マキシミン修道院などに返却する旨言及がある。STAAB, 

Weinwirtschaft (s. Anm. 15), S. 42. Wilhelm LEVISON, Das Testament des Diakons Adalgisel‐Grimo von Jahre 634, in: Ders., 

Aus rheinischer und fränkischer Frühzeit, Düsseldorf 1948, S. 118‐138. 
18 Franz  IRSILGER, Mehring. Ein Prümer Winzerdorf um 900,  in:  Jean‐Marie DOUVOSQUEL/ Erik THOEN  (ed.), Peasants & 

Townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, Gent 1995, S. 297‐324. 
19 STAAB, Weinwirtschaft (s. Anm. 15), S. 46, 48, 50, 53, 60, 66, 68, 70. 
20 Lukas Clemens/ Michael Matheus,  Zur Keltertechnik  in  karolingischer  Zeit,  in:  Friedhelm BURGARD/ Christoph CLUSE/ 

Alfred HAVERKAMP (Hgg.), Liber amicorum necnon et amicarum für Alfred Heit. Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte 

und geschichtlichen Landeskunde (Trierer Historische Forschungen Bd. 28), Trier 1996, S. 225‐265, bes. S. 256f. 該当する

条項は Carlrichard BRÜHL (Hrsg.), Capitulare de villis. Cod. Guelf. 254 Helmst. der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
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(1233 年頃～1320 年頃)の農業全書(Liber もしくは Opus  ruralium  commodorum)に継承され21、

クレセンティイスの同時代人のゴットフリート・フォン・フランケンもまた、やはり 1300

年前後に著した果樹・野菜栽培指導書『接ぎ木の本』Pelzbuch22の中で、葡萄樹の栽培・収

穫方法、傷んだワインの改良法や薬用ワインの製法などとともに、圧搾の際には足を清潔に

し、酒槽の中での飲食を禁ずるべきであると記しており、中世初期の醸造規定が中世を通じ

て、やがて近世に至るまで継承されたことをシュタープは指摘している23。 

 

3. 葡萄栽培の拡大とその担い手 

中世ドイツにおいて葡萄栽培は今日よりもはるかに広範囲で行われていた。モーゼルでは上

に述べたように、遅くとも紀元 4 世紀には醸造用葡萄栽培が行われていたが、北ドイツにお

ける葡萄栽培の史料上の言及を収集したオルトウィン・ペルクの研究によれば、646 年には

レーゲンスブルクで言及が現れ、8 世紀にはフランケン地方一帯と、9 世紀から 10 世紀にか

けてバーデン、ヴュルテンベルク、バイエルン及びライン川中流から下流へと広がって行っ

                                                                                                                                                                                          

Stuttgart 1971, cap. XLVIII, S. 60: Ut torcularia in villis nostris bene sint praeparata; et hoc praevideant iudices, ut vindemia 

nostra nullus pedibus premere praesumat, sed omnia nitida et honesta sint. 「御料地における葡萄の圧搾は適正に行

われねばならない。役人は葡萄が素足で踏まれることなく、清潔で異物が混ざらないよう監視すること」と従

来は解釈されてきた。Vgl. Günther FRANZ (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des deutschen Bauernstandes im Mittelalter, 

Darmstadt 1974, 2. Aufl.), S. 53. 
21 CLEMENS/ MATHEUS, Zur Keltertechnik  (s. Anm. 20), S. 262. Vgl. BASSERMANN‐JORDAN, Geschichte des Weinbaus, S. 

350. ペトルス・デ・クレセンティイスが述べているのは 1486 年にシュトラスブルクで印刷されたラテン語版に

よる(Gesamtkatalog der Wiegendrucke Nr. 7824): Uvas  statim pedibus exprimi oportet  (…)  Intrantes autem  in  torcular 

oportet valde pedibus esse mundos et non sepe exire et intrare nudis pedibus, et est bonum, quod in eo non comedant nec 

bibant et quod sint vestiti et cincti propter sudores supervenientes. 同書は 1512 年にシュパイアーでドイツ語訳が出

版されていることからも、広く流布していたことが推測される: Wie man  tretten  sol  die  trauben  und wyn  usz  in 

machen (…) Wan die truben geschüt sein in die presse, so mieszen sie bald usz getretten syn mit den fieszen (…) Wan sie 

sollen  in die presse gon, so sollen sie  ire  fu<e>sz waschen und sollen nit dick herauszgon barfüszig, sunder sollen sie nit 

essen brot noch trincken in der pressen und sollen gecleit und gegůrtet syn, dz ir schweisz nit von in trieffen mo<e>g in die 

truben (Buch IV, cap. 23), Bibliothe des Gutenberg‐Museums Mainz, Ink. 555a. 
22 Gottfried  von  Franken,  Pelzbuch.  „Pelzen“は中高ドイツ語で“belzen“とも記され、接ぎ木する pfropfen を意味する。

Vgl. Konrad GOEHL, Gottfried von Franken. Das älteste Weinbuch Deutschland, Baden‐Baden 2009, S. 7. 
23 GOEHL, Gottfried von Franken (s. Anm. 22), S. 11. ゲールは 14 世紀初頭にラテン語で書かれたバイエルン国立図書

館所蔵の写本を現代ドイツ語に訳している。¸Weinbuchʻ: Bayerische  Staatsbibliothek  in München,  Clm  615,  95r34‐

101r24. STAAB, Weinwirtschaft (s. Anm. 15), S. 50f. 
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た24。そして 10 世紀にはそれぞれの地域で葡萄畑が増えるとともに、ドイツ北東部のザクセ

ン、ベーメン、ポーランドや、11 世紀にはゲッテインゲンやザーレ地方、12 世紀にはヴェ

ストファーレン、ハルツ山地、ラウジッツ、シュレジア（ポーランド西部）、ブランデンブ

ルク、ポンメルンに広がり、そして 13 世紀には北海沿岸のメックレンブルクと東プロイセ

ンにまで到達した。葡萄栽培の条件の一つは温暖な気候であるが、中世においては 14 世紀

後半まで年間平均気温は今日よりも 1～2℃高かったことが葡萄栽培の拡大を可能にした原

因のひとつと推定されている。やがて 15 世紀に葡萄栽培面積は 大に達した後、1430 年代

から徐々に始まり 1680 年頃まで続く寒冷期が、その減少へと転じる一因となった25。 

では、中世初期における北ドイツの葡萄畑開拓の担い手は誰であったのか。 も貢献したの

は儀式にワインを欠かすことのできない教会関連組織、とりわけ修道院であったが、彼らは

所在地周辺だけでなく、ライン川やモーゼル川沿いのワイン生産地帯に遠隔地所領を持つこ

とも少なくなかった。例えばヒルデスハイムでは大司教ベルンヴァルトが 996 年に市壁の外

側にある葡萄畑をとある礼拝堂に寄進したり、11 世紀には大聖堂参事会がライン川沿いの

ガイゼンハイムやボッパルトに葡萄畑を所有していた26。ペルクによれば北ドイツの教会関

係組織の葡萄栽培は、商業経路でワインが入手できない、もしくは非常に高価である場合で

あり、余剰を販売する余裕はなかったという27。教会関連組織以外に葡萄栽培を行ったのは

封建領主と、資本や労働力、販売拠点を有していた都市参事会であり、13 世紀から 15 世紀

にかけて、修道院が都市周辺に所有する葡萄畑を都市参事会が購入する例がしばしば見られ

るようになる28。一方、封建領主は教会関連組織に所領の葡萄畑を寄進する一方で、葡萄栽

培と醸造に積極的に取り組むのは遅く、14 世紀に入ってから領地内で自家消費用と生産余

                                                            
24 Ortwin PELC, Der Weinbau  in Norddeutschland,  in: Elisabeth SPIES‐HANKAMMER  (Hrsg.), Lübecker Weinhandel. Kultur‐ 

und wirtschaftsgeschichtliche Studien, Lübeck 1985, S. 9‐27, hier S. 9. 
25 SCOTT, Medieval Viticulture (s. Anm. 6), S. 98. 中世における北ヨーロッパの葡萄栽培限界の北上とその条件につい

ては、ヴィンフリート・ヴェーバーが歴史学的な見地からの批判的考察はやや不足しているが、概説書として

よくまとめている。Winfried  WEBER,  Die  Entwicklung  der  nördlichen  Weinbaugrenze  in  Europa  (Forschungen  zur 

deutschen Landeskunde Bd. 216), Trier 1980。 
26 PELC, Weinbau in Norddeutschland (s. Anm. 24), S. 13. 
27 Ebd. 
28 Ebd., S. 13f. 
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剰の販売用に栽培を奨励する例が見られ、とりわけ 16 世紀以降宗教改革により修道院の葡

萄畑が放棄されると、その葡萄畑を引き受ける例が増加した29。また、15 世紀頃から普及し

たホップの利用によるビールの品質および保存能力の向上と 1430 年代からの気候の寒冷化、

17 世紀の茶、コーヒーなどワインに代わる嗜好品の普及で、葡萄畑の面積は減少するもの

の、19 世紀に至るまで北ドイツでも葡萄は広範に栽培され続けた30。 

 

4. 中世におけるワインの輸送 

北ドイツの自家消費を目的とした小規模な葡萄栽培に対して、南のワイン生産地域で産する

ワインは主要輸出商品であった。シュプランデルが指摘するように、アルプス以北の中世に

おける葡萄栽培地域はアルザス、ライン、ネッカー、フランケン、モーゼル、ドナウ川沿い

のウィーン、クレムス、ヴァッハウが挙げられるが、とりわけ重要な産地はアルザスであっ

た31。アルザスとそのワインに関する主要な研究はアムマンやバルトによってなされている

が、彼らによればアルザス産ワインは 12 世紀以降ドイツ各地に輸出されていた。主要な集

積地はケルンとフランクフルト・アム・マインであり、そこを中心地として周辺の市場へと

搬送された。ケルンのワイン商はライン川下流域の低地地方のみならず、北海・大西洋沿岸

諸都市で主に活動し、既に 1157 年にはロンドンに支店を持っていた32。フランクフルトから

は陸路リューベック、ブレーメン、ライプツィヒなど北東内陸部へと輸送された33。アルザ

ス産ワインが各地で高い商品価値を持っていたことは、13 世紀末にはニュルンベルク、

                                                            
29 Ebd., S. 17f. 
30 Ebd., S. 9. ライン川下流域のグルートビアからホップを用いたビールへの転換と普及についてはイルジーグラー

の論文参照。Franz  IRSIGLER,  „Ind macnden  alle  lant beirs  voll“.  Zur Diffusion des Hopfenbierkonsums  im westlichen 

Hanseraum,  in:  Günter  WIEGELMANN/  Ruth‐E.  MOHRMANN  (Hgg.),  Nahrung  und  Tischkultur  im  Hanseraum, 

Münster/New York 1996, S. 377‐397. 394 頁以下では 16 世紀以降ワイン消費が盛んだった都市でも品質の高品質化

でビールへ消費が移行したことを指摘している。 
31 SPRANDEL,  Von Malvasia  bis  Kötzschenbroda  (s.  Anm.  8),  S.  29ff. アルザスワインの中世における販路については

BARTH, Der Rebbau des Elsass (s. Anm. 4), S. 353‐407 参照。 
32 BARTH, Der Rebbau des Elsass (s. Anm. 4), S. 356ff. 
33 BARTH, Der Rebbau des Elsass (s. Anm. 4), S. 375ff. 
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1310 年にはルツェルンとミュンヘン、1320 年にはレーゲンスブルクなどの都市参事会の条

例で言及されていることからも見て取ることが出来る34。 

1426 年にコンラート・フォン・ヴァインスベルクがシュトラースブルクからリューベック

までアルザス産ワインを輸送しデンマーク王に献上した際、輸送を命じられた書記のエンド

リスが輸送にかかった経費を記録した会計簿を扱ったアマンの研究から、我々は当時のワイ

ン商業の実際を伺いい知ることができる35。皇帝ジギスムントとフリードリヒ三世のもとで

帝国財務局に伺候したヴァインスベルクは、ワインの輸送にあたり通過する 25 の関税の徴

税権を所有する各地の司教・諸侯にあらかじめ使者を送り、通行税の免税もしくは軽減の約

束を取り付け、1425 年 8 月にバーゼルで輸送用の樽 30 と船を注文した。翌年 1 月末にアル

ザスでワインの買い付けを行い、4 月上旬にシュトラースブルクを出航、およそ 1 ヵ月かけ

てライン川を航行して大西洋岸の都市カンペンに到達。乗ってきた船をそこで売却してシュ

トラースブルクで雇用した 7 名の乗組員を解雇、積荷を海洋船に積み替えハンブルク経由で

リューベックに発送し、自らは馬で同地に向かった。そこ 15 樽 23 フーダー（約 2 万 5 千ℓ）

を市参事会に売却し、6 フーダーをデンマーク王とプロイセン及びラウエンブルクの諸侯に

献上した。結局、アルザスで 290 グルデンで購入したワインに税関 150 グルデンと諸経費

750 グルデンを要した一方、 終的にワインを合計 1165 グルデンで売却。つまり、1200km

の輸送でワインの価格は仕入れ値のおよそ 4 倍の価格に上昇し、ヴァインスベルクはデンマ

ーク王らに贈り物を届けるという当初の目的を果たしつつ、180 グルデンの利益を手に入れ

たことになる36。アルザスワインを扱う商売は、通常の商人の場合通行税が 150 グルデンあ

まり諸侯にコネを持っていたヴァインスベルクよりも余計にかかるとしても、投資額の約

                                                            
34 Hektor AMMANN, Von der Wirtschaftsgeltung des Elsass im Mittelalter, in: Alemannisches Jahrbuch 1955, S. 95‐202, hier 

S. 108.  
35 Hektor AMMANN, Untersuchungen zur Wirtschaftsgeschichte des Oberrheinraumes  I. Konrad von Weinsbergs Geschäft 

mit Elsässer Wein nach Lübeck im Jahre 1426, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 108. Band, 2. Heft (1960), S. 

466‐498 
36 AMMANN, Konrad von Weinsberg (s. Anm. 35), S. 473. 
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30%が利益として見込めることから、中世においてワイン商業は有力な投資先であったとア

ムマンは結論づけている37。 

 

5. 中世都市におけるワイン商業 

アルザスの他、ワイン産業が重要な地位を占めていた都市であるトリーア38、ケルン39、フ

ランクフルト40、リューベック41、ルクセンブルク42でも個別研究が行われている。 

(1) トリーア 

トリーアに関してはルーカス・クレメンスが古代から中世に至るワイン農業の連続性と、14

世紀半ばのペストによる人口減少と気候変化および政治的・経済的状況のワイン産業への影

響を分析し、葡萄栽培面積の減少と畑の集約化と高品質なワインを産する品種の導入を指摘

するとともに、マックス・ヴェーバーの都市の類型にならって「ワイン都市」の指標を提案

しているが、イルジーグラーはこれをケルン、ルクセンブルク、トゥール、メッツで検証し

ている43。 

(2) ケルン 

ケルンに関してはファン・ウィトフェンが 1965 年に発表した、15 世紀におけるケルンのワ

イン市場の意味を経済史的な観点から考察した論文の中で、シュターペル政策によりライン

川下流の一大市場であったケルンは 15 世紀前半においてワインの年間取引高がボルドーに

                                                            
37 AMMANN, Konrad von Weinsberg (s. Anm. 35), S. 476. 
38 Lukas CLEMENS, Trier ‐ Eine Weinstadt im Mittelalter, Trier 1993. 
39 R. van UYTVEN, Die Bedeutung des Kölner Weinmarktes im 15. Jahrhundert. Ein Beitrag zu dem Problem der Erzeugung 

und des Konsums von Rhein‐ und Moselwein in Nordwesteuropa, in: Rheinische Vierteljahresblätter Jg. 30 (1965), S. 234‐

252.  
40 Michael  ROTHMANN,  Die  Frankfurter Messe  als Weinhandelsplatz  im Mittelalter,  in:  Lukas  CLEMENS/  Brigitte  FLUG 

(Hrsg.), Weinbau zwischen Maas und Rhein in der Antike und im Mittelalter, Mainz 1997, S. 365‐419. 
41 SPIES‐HANKAMMER, Lübecker Weinhandel (s. Anm. 24). 
42 Michael PAULY, Luxemburg im späten Mittelalter II. Weinhandel und Weinkonsum, Luxembourg 1994. 
43 CLEMENS, Trier (s. Anm. 38), S. 413f; Franz IRSIGLER, Weinstädte an der Mosel im Mittelalter, in: Ferdinand OPLL (Hrsg.), 

Stadt und Wein, Linz 1996, S. 165‐179. 
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次ぐ欧州第二位で、ワインによる税収入が全体の約 50%を占める も重要な商品であったと

指摘している。また 15 世紀後半からのワインの取引高の減少を、人口の減少、景気の後退、

そして 14 世紀から広まったホップを使用した廉価で高品質なビールの普及で、ワインから

ビールへ消費が移行したのではないかとしている44。イルジーグラーは 14～15 世紀における

ケルンの手工業と輸出商業を 1979 年に刊行された教授資格審査論文の中で分析した際、ワ

イン商業とビール醸造に一章を割いている。1390 年から 1392 年のワインの輸入税収入記録

と市内でワインを小売りした際に課せられる間接税(Akzise)の納入額と納入市民の職種を分析

し、当時ケルンのワイン商業を担っていたのはいわゆるパトリツィアートに属する都市の政

治的指導層であったことを確認している45。そして 1414/15 年、1420/21 年のワインの輸入

量と納税者の同職組合および市参事会との関わりを検証し、1396 年に市参事会の主導権を

ツンフトが握った際にワインの小売権(Weinbruderschaft)が自由化され、様々な職業に従事す

る人々がワイン商業に関与するようになったという。その主要な担い手は都市貴族から商人

へと移行したものの、彼らは拡大参事会(der Weite Rat)のメンバーであったり、都市の政治的

指導層に属する家系であったりした46。クラウス・ミリツァーとウォルフガング・ヘアボル

ンは 1390 年から 1392 年にかけてのワイン輸入税と小売税の支払いリストから、ワイン商業

に携わったのが実際どのような人々であったのかを調査し、14 世紀末の都市貴族、拡大参

事会、移民、職人、女性が納めた税金から、それぞれの出自とワイン商業との関わり方を観

察し、ケルンの 1396 年の政変以前のワイン商業の様相を明らかにしている47。 

(3) フランクフルト 

さて、中世においてケルンと並ぶアルザスワインの主要な市場であったフランクフルトの研

究状況は比較的新しく、1998 年に刊行されたミヒャエル・ロスマンのフランクフルトの市

                                                            
44 UYTVEN, Kölner Weinmarkt (s. Anm. 39).  
45  Franz  IRSIGLER,  Die  Wirtschaftliche  Stellung  der  Stadt  Köln  im  14.  und  15.  Jahrhundert.  Strukturanalyse  einer 

spätmittelalterlichen Exportgewerbe‐ und Fernhandelsstadt, Wiesbaden 1979, S. 241‐271, hier S. 250. 
46 IRSIGLER, Wirtschaftliche Stellung (s. Anm. 45), S. 257. 
47  Wolfgang  HERBORN/  Klaus  MILITZER,  Der  Kölner  Weinhandel.  Seine  sozialen  und  politischen  Auswirkungen  im 

ausgehenden 14. Jahrhundert (Vorträge und Forschungen Sonderband 25), Sigmaringen 1980. 
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場機能に関する博士論文と、1992 年に DFG ドイツ学術基金プロジェクトの一環としてトリ

ーア大学で開催された研究会『古代から中世におけるマース川とライン川の間における葡萄

栽培』で、やはりロスマンがフランクフルトの市場におけるワイン取引について報告したも

のをまとめた論文が主要文献である48。マイン川沿いに位置するフランクフルトは、ライン

川と合流する付近から右岸下流にかけての現在のラインガウ付近と、上流左岸のシュパイヤ

ー、ヴォルムス、オッペンハイム、マインツのワイン生産地帯と、マイン川上流のフランケ

ン地方のワイン生産地帯に挟まれ、各地のワインが販売されたが、中でもアルザスワインの

主要市場であった49。春と秋の年二回の大市が開催され、大市の期間中だけは外来の商人同

士のワイン取引と、定められた場所ではあったが小売が許されたこともあり、大いににぎわ

った50。とりわけ新酒が販売される春の大市は重要なワイン取引の場であった。ワイン樽を

載せた船が着岸すると、陸揚げ前に査察官 Visierer が乗り込み、樽の中身を計量し課税した。

さらに売買が成立したら、その買い手と販売量も財産税課税簿 Bedebuch に記録した51。商人

同士の取引は仲介人 Weinstecher を介さなければならなかった。彼らはフランクフルト市民

の中から市参事会により任命された 35 人余りのワイン商であったが、売買成立の際には仲

介料を徴収し一部を参事会に収めるほか、ワインの偽造や詐欺などの不正行為の防止に努め

た52。市内で小売されるワインには小売税 Ungeld が課され、一回の大市で年間の 3 分の 2 の

税収をあげた。その他、市内に持ち込まれる際のマイン川通行税、樽を陸揚げされる際のク

レーン使用料、樽運搬人への手間賃、陸路持ち込まれる場合も通行税がかかり、ワインが市

外に持ち出される際も持ち出し税が課せられた53。 

(4) リューベック 

                                                            
48 Michael  ROTHMANN,  Die  Frankfurter  Messe  in  Mittelalter,  Stuttgart  1998 及び ders.,  Die  Frankfurter  Messe  als 

Weinhandelsplatz im Mittelalter, in: MATHEUS, Weinbau zwischen Maas und Rhein (s. Anm. 12), S. 365‐419.  
49 ROTHMANN, Die Frankfurter Messe (s. Anm. 48), S. 171. 
50 ROTHMANN, Weinhandelsplatz (s. Anm. 48), S. 392, 400. 
51 Ebd., S. 394. 
52 Ebd., S. 399. 
53 Ebd., S. 417. 
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次に北ドイツのハンザ都市リューベックのワイン商業に関しては、1985 年に刊行されたエ

リザベス・シュピース=ハンカマーが編纂した論文集『リューベックのワイン商業 文化史

及び経済史的研究』54と、1996 年に同市で開催された展示会に合わせて出版された『リュー

ベックにおける飲酒の享楽と罪悪・中世から 19 世紀までの現象に関する論文集』の二冊に

集約することが出来る55。前者は中世から 19 世紀にかけてのリューベックのワイン商業を中

心に取り上げているのに対して、後者はその題目からも読み取れるように、権力誇示、集団

での飲酒の意味、ステータスシンボルとしての飲酒や宗教的罪悪や社会悪としての飲酒など

を扱っている。リューベックと同様にハンブルク、ブレーメン、ヒルデスハイムなど北ドイ

ツ諸都市の特徴として、都市参事会のワイン酒庫 Ratsweinkeller が重要な役割を果たした。

15 世紀初頭のワイン取引からの税収は、総収入の 8%以下と経済的にはほとんど意味をなさ

なかったが、その反面都市参事会員の中から二人が任命されるワイン役 Weinherr は、役職

の中では出納長 Kämmerer に次ぐ名誉職であった56。ワイン役は市内で行われるワインの取

引の管理にあたり、粗悪品や偽造ワインの防止、誤魔化しの無い計量、適正価格などを監視

し、争いを仲裁した。毎年 2 月 22 日聖ペテロの使徒座の祝日に市参事会のワイン酒場と、

いわば薬として少量ワインを販売していた市参事会付属薬局の会計報告を市議会で行った。 

ワインは賓客のもてなしや都市周辺の領主に献上されことからも伺えるように高額な贈答品

であり、饗応の際に気前よく振る舞いすぎないよう、支出管理をしっかりと行う必要があっ

た57。13 世紀末までリューベック市内に持ち込まれるワインは、全て一度市参事会のワイン

酒庫に持ち込まなければならなかった。酒庫の責任者をケラーマイスターと称し、ワイン役

と同じく名誉ある役職であり、樽ごとに貯蔵手数料や小売税を徴収したり、自ら市有のワイ

                                                            
54 SPIES‐HANKAMMER, Lübecker Weinhandel (s. Anm. 24). 
55 Gerhard GERKENS/ Antjekathrin GRASSMANN (Hgg.), Lust und Last des Trinkens  in Lübeck. Beiträge zu dem Phänomen 

vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, Lübeck 1996. 
56 Elisabeth  SPIES‐HANKAMMER, Der  Lübecker Ratsweinkeller und  seine Aufgaben  im  innerstädtischen Weinhandel. Von 

den  Anfängen  bis  ins  17.  Jahrhundert  mit  einer  Edition  der  Ratsweinkellerordnung  von  1504,  in:  Dies.,  Lübecker 

Weinhandel (s. Anm. 24), S. 111‐148, hier S. 112ff. 
57 Ernst SCHUBERT, Einführung in die deutsche Geschichte im Spätmittelalter, 1998 (2. Aufl.), S. 127, 131ff. 初期から盛期

中世の飲酒と暴力については Reinhold  KAISER,  Trunkenheit  und Gewalt  im Mittelalter,  Köln/Weimar/Wien  2002,  S. 

180ff. 
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ンを小売したり、他の市民の小売を監視したりしたほか、自らライン川沿いの産地に赴き買

い付けを行った。ワイン酒庫の管理実務には樽職人、書記、給仕役 2 人の計 4 人が従事し、

復活祭から 9 月 29 日までは朝 7 時から、それ以外は 8 時から夜 8 時頃まで営業し、預かっ

ている樽の管理を行いつつ小売を行い、収入と支出を記録した。 

ワイン商業が都市の収入としては微々たるものであっても、ワインの管理と小売が市参事会

の管理下で組織化され、管理には市参事会のメンバーがあたり運営されていたことは、北ド

イツ都市におけるワインの役割を象徴している。リューベックだけでなくブレーメン、ハン

ブルク、リューネブルク、ヒルデスハイム、ロストック58などでも市参事会直営のワインセ

ラーがあり、ワインの価格及び品質の直接的な管理がなされていたが、その理由としてアン

チェ・サンダーは北ドイツ諸都市のワインに関する政策を概観した研究で、十分な量の上質

なワインを常備しておくことは、賓客をもてなしたり贈り物にするワインは都市の体面を維

持するために必要不可欠だったためであると指摘している59。 

 

6. 中世のワイン 

さて、こうして中世に取引されたのはどのようなワインであったのか。この問題に関しては

1830 年頃から植物学的な関心から研究されているが、近年ではシュプランデルのほかフリ

ッツ・シューマン、レギーナ・ヴンダラー、クリスティーネ・クレーマーが中世のワインの

種類についてまとめている60。 

                                                            
58 Ernst DRAGENDORFF/Ludwig KRAUSE (Hgg.), Das Rostocker Weinbuch von 1382 bis 1391, Rostock 1908. 
59 Antje  SANDER,  Städtische  Weinkeller  in  Norddeutschland  im  Spätmittelalter,  in:  MATHEUS,  Weinproduktion  und 

Weinkonsum (s. Anm. 1), S. 101‐118, hier S. 116. 
60 SPLANDEL, Von Malvasia bis Kötzschenbroda  (s. Anm. 8); 谷澤(s. Anm. 8)、148‐153 頁);  Fritz  SCHUMANN, Rebsorten 

und Weinarten im mittelalterlichen Deutschland, in: SCHRENK/WECKBACH, Weinwirtschaft im Mittelalter (s. Anm. 15), S. 

221‐254;  Regina WUNDERER, Weinbau  und Weinbereitung  im Mittelalter,  Frankfurt  a.M./  Bern  u.a.  2001;  Christine 

KRÄMER, Rebsorten in Württemberg. Herkunft, Einführung, Verbreitung und die Qualität der Weine vom Spätmittelalter 

bis ins 19. Jahrhundert, Ostfildern 2006.   
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今日とは異なり、15 世紀までワインが葡萄品種によって呼ばれることはなかった。葡萄畑

や村名でワインが呼ばれることも稀で、もっぱら産地で区別され、例えばアルザスもの

Elsässer、ラインワイン、ネッカーワイン、あるいはフランケンワインと称されるのが普通で

あったが、地中海地域で産するマルヴァジア、ロマニアおよびムスカートも珍重された61。

品種で呼ばれることがなかったのは、19 世紀まで複数の葡萄品種を混植することが一般的

であったことからも理解できる62。ワインの他に様々な香料で調味したワインカクテルであ

るクラレット Claret、ラウターLauter もしくはルッタートランク Luttertrank も珍重された63。

おおざっぱな産地の他に、フレンキッシュ fränkisch, frentsch とフニッシュ hunnisch, heunisch

という区別がある64。これは品種というよりはむしろワインの品質による名称であり、前者

は力強く、後者は水っぽいとされていた65。フレンキッシュはおそらくフランケンワインと

は関係なく、また、フニッシュは取り木の際に枝を曲げて土に先を埋める様子が犬が背を丸

めているように見えることから、犬を意味するドイツ語のフント Hund に由来するのではな

いかとも言われている66。既に 1255 年にはコブレンツの律院修道院が所有する葡萄畑にフニ

ッシュを植えてはならないと規定がある67。19 世紀に至るまでこのフレンキッシュとフニッ

シュの区別は残り、1836 年にラインガウの葡萄栽培について著したブロナーは、フレンキ

ッシュをより優れた品質で晩熟な品種とし、フニッシュを早熟な量産品種としているが、両

呼称はおそらくそうした品種一般にあてはまる総称であり、恐らくエルプリングつまりクラ

インベルガーなどがフニッシュに含まれる品種ではないかと推定される68。 

                                                            
61 SCHUMANN, Rebsorten (s. Anm. 60), S. 222. 
62 Ebd. S. 234. 
63 SPRANDEL, Von Malvasia bis Kötzchenbroda  (s. Anm. 8), S. 20. クラレットのレシピに関しては Ursula HANNEMANN, 

Claret, Hypocras und Branntwein. Alkoholische Getränke aus der Lübecker Ratsapotheke, in: GRASSMANN, Lust und Last 

des Trinkens (s. Anm. 55), S. 87‐91. 
64 SCOTT, Medieval Viticulture (s. Anm. 6), S. 100. 
65 SCHUMANN, Rebsorten (s. Anm. 60), S. 222f. 
66 SCOTT, Medieval Viticulture (s. Anm. 6), S. 100. 
67 VOLK, Weinbau und Weinabsatz (s. Anm. 9), S. 104. Aloys SCHMIDT (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des St. Kastorstifts in 

Koblenz, 2 Bde., 1954‐1974, hier Bd. 1, Nr. 123. 
68 SCOTT, Medieval Viticulture  (s. Anm.  6),  s.  100f. VOLK, Weinbau  und Weinabsatz  (s. Anm.  9),  S.  104.  Johann  Philipp 

BRONNER, Der Weinbau im Rheigaue, von Hochheim bis Coblenz (Der Weinbau in Süddeutschland 3), Heidelberg 1836, S. 

136. 
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一方、おそらくフレンキッシュに含まれるであろうリースリングの も初期の言及は 1435

年である。ミッテルラインのカッツェンエルンボーゲンで、『葡萄畑に植える苗木に対して

22 シリング』(Item XXII s. umb seczreben rießlingen in die wingarten)の 支払いが行われたという、

会計簿の記録がそれである69。それから 30 年後の 1464/65 年にはトリーアの聖ヤコブ施療院

の会計簿に『リースリングを植樹する』(ruesseling  zu  setzen)という言及があり、この当時に

はリースリングと呼ばれる品種が普及しつつあったとみられる70。 

その一方で既 14 世紀初頭から、ワインに水や大青染色灰 Waidasche やカラシ、明礬、ガラ

ス片などを調合して変造したり、産地名を詐称することがニュルンベルクなどの諸都市で問

題となっていた71。また、1417 年にロストックとリューベックで開催されたハンザ同盟総会

において、ワインは神がお造りになったそのままの状態で販売するべきであると決議された

ことからも、詐欺行為は後を絶たなかったことが伺える72。 

当時の収穫量に関しては、エルンスト・シューベルトは 1920 年代の数値をもとに 10～

20hℓ/ha 前後と推定しているが、ギレスはローマ時代のモーゼルの収穫量は 40hℓ/ha に達し

ていたと推定している。イルジーグラーはプリュムの所領台帳にあるモーゼル河岸の村メー

                                                            
69 SCOTT, Medieval Viticulture (s. Anm. 6), S. 101f. VOLK, Weinbau und Weinabsatz (s. Anm. 9), S. 107. DEMANDT, Regesten 

der Grafen von Katzenelnbogen, Bd. 3, Nr. 6216.2 nach der Reinschrift der Kellereirechnung Rüsselsheim zum 13. Feb. 

1435 (StA Marburg, Samtarchiv, Katzenelnbogische Akten Bd. 16). 
70 SCOTT, Medieval Viticulture  (s. Anm. 6), S. 102. MATHEUS, Die Mosel – ältestes Rieslinganbaugebiet Deutschlands?  in: 

Landeskundliche Vierteljahrsblätter, 26 (1980), S. 161‐173. CLEMENS, Trier (s. Anm. 38), S. 34, 69 und 469‐470. 
71
辻 泰一郎「15 世紀末帝国ワイン条例の成立」渡辺節夫編『ヨーロッパ中世の権力編成と展開』東京大学出版

会 2003 年 229‐269 頁、ここでは 232, 233 頁。また、 同「帝国ポリツァイ立法開始の一事例(1) 15 世紀末帝国ワ

イン条例の成立について」法学研究 71 号(明治学院大学 2001 年)、1‐126 頁の 13 頁以降でも詳述されている。

ワインの偽造については複数の文献があるが、基本文献は Bettina  PFERSCHY,  Weinfälschung  im  Mittelalter,  in: 

Fälschungen  im  Mittelalter  (MGH  Schriften  Bd.  33,  V),  Hannover  1988,  S.  668‐702 である。他に  Lukas  CLEMENS/ 

Michael MATHEUS, Weinfälschung im Mittelalter und zu Beginn der Frühen Neuzeit, in: „Unrecht und Recht. Kriminalität 

und  Gesellschaft  im  Wandel  von  1500‐2000,  Koblenz  2002,  S.  570‐581.  及び Dieter  SCHELER,  Die  Fränkische 

Vorgeschichte des ersten Reichsgesetzes gegen Weinfälschung,  in: Historischer Verein für die Pflege der Geschichte des 

ehemaligen Fürstbistums Bamberg, 120. Bericht (FS Gerd Zimmermann), Bamberg 1984, S. 489‐504 がある. 
72 SPRANDEL, Von Malvasia bis Kötzenbroda (s. Anm. 8), S. 20. ROTHMANN, Die Frankfurter Messen (s. Anm. 48), S. 185f.  



17 
 

リングの葡萄栽培面積を算出するにあたり、葡萄樹 3 本につき 1ℓの生産という現代の有機

栽培によるワイン生産効率の 33hℓ/ha という数値を採用している73。 

 

7. ワインの消費 

さて、中世においてワインはどのように飲まれていたのだろうか。ドイツ南部の葡萄栽培地

域ではワインは日常的な飲料であった。ドイツ南部諸都市の 14 世紀末から 16 世紀前半にか

けての労働契約や施療院の年金支給契約を調査したディールマイヤーは、一日一人当たりの

消費量は 1.3ℓ前後と算出している74。ただし、品質の良いワインにありつけたのは富裕な市

民に限られ、大多数の人々は二番搾りか三番搾り、あるいは絞り粕や澱から造ったアルコー

ル濃度の低いワインで満足しなければならなかった75。また、都市においては井戸水の水質

が非衛生的な場合が多かったため、安全な飲料としてワインは嗜好品ではなく必需品であり、

水を飲む場合もワインを加えてから飲むことが多かった76。その意味において葡萄栽培に向

かない地域では、ビールが日常必需品であったのである。 

北ドイツのハンザ都市では上述のようにワインは高価であり、とりわけステータスシンボル

としての意味が大きかった。ヒルデスハイムでは 1300 年頃の都市法で、市参事会員への年

6 回 1 シュトゥプヒェン(約 3.6ℓ)のワインの配給を定めている他77、リューベックでは 1504

年のワイン酒庫規定で賓客に贈与するべきワインの量を、相手の身分によって段階的に定め

                                                            
73 SCOTT, Medieval Viticulture (s. Anm. 6), S. 103. SCHUBERT, Einführung (s. Anm. 57), S. 54. Franz IRSIGLER, Mehring. Ein 

Prümer Winzerdorf um 900, in: Jean‐Marie DUVOSQUEL/ Erik THOEN (Hgg.), Peasants & Townsmen in medieval Europe, 

Gent 1995, S. 297‐324, S. 315. 
74Ulf DIRLMEIER, Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten  in oberdeutschen Städten des 

Spätmittelalters, Heidelberg 1978, S. 320ff. 
75 MATHEUS, Historische Dimension des Weinbaus (s. Anm. 7), S. 264. 14～16 世紀にかけてのケルンとニュルンベルク

の裕福な市民のワイン消費に関しては FOUQET の論文に詳しい。Gerhard  FOUQUET,  Weinkonsum  in  gehobenen 

städtischen Privathaushalten des Spätmittelalters,  in: MATHEUS, Weinproduktion und Weinkonsum  (s. Anm. 1), S. 133‐

179. 
76 SCHUBERT,  Essen und  Trinken  (s. Anm.  10),  S.  169ff. 中世都市における給水状況については Ulf DIRLMEIER,  Zu den 

Lebensbedingungen  in der mittelalterlichen Stadt: Trinkwasserversorgung und Abfallbeseitigung,  in: Bernd HERRMANN 

(Hrsg.), Mensch und Umwelt im Mittelalter, Stuttgart 1986, S. 150‐159. 
77 Richard DOEBNER (Hrsg.), Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, Bd. 1, Nr. 548 § 173. 
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ている78。これは社交や外交儀礼上ワインが欠かせなかったことを示唆する一方、贅沢品で

もあったワインへの出費を管理することが安定した市政運営に必要だったことを示している。

市参事会による公式の場のみならず、例えばリューベックでは、都市上層部のみが会員資格

を持つ兄弟団ツィルケルゲゼルシャフトが、15 世紀後半に年中行事として行っていた、謝

肉祭に隊列を組んで市内を巡る行進の後、市庁舎のワイン酒場に全員集合してワインを飲む

ことが決まりであった79。また、富裕層の市民の婚礼でも婚家の威勢を示すための大盤振る

舞いがしばしば行われ、ワインもふんだんに供されたが、都市参事会の奢侈条例により招待

客の数や提供してよい料理の皿の数やワインの量の制限が課され80、ヒルデスハイムでは供

出してよいのは市内で醸造されたビールに限られた81。つまりワインは所属階層を示すステ

ータスシンボルであり、祝宴や供餐の場では個人や集団の自己演出としての意味を持ってい

た82。しかしそれだけではなく、根底においてはキリスト教の教義に基づいてイエスと信者

を結びつけ、ゲマインデがミサの聖餐式で一つの杯からワインを分かち合うように、ワイン

は世俗の共同体においても構成員を結びつけ、つなぎとめておく機能を有していたものと思

われる83。                                           

   

                                                            
78 HANKAMMER, Der Lübecker Ratsweinkeller (s. Anm. 24), S. 130‐148, hier S. 135. 
79 Sonja DÜNNEBEIL, Die Lübecker Zirkel‐Gesellschaft. Formen der Selbstdarstellung einer städtischen Oberschicht, Lübeck 

1996, S. 110. 
80  Ulrich  SIMON,  Stand,  Vermögen,  Standvermögen.  Das  gesellige  Trinken  vom  Mittelalter  bis  zum  Ende  der 

Luxusordnungen,  in: GRASSMANN,  Lust  und  Last  des  Trinkens  (s.  Anm.  55),  S.  41‐65.  Rainer  DRIEVER, Obrigkeitliche 

Normierung  sozialer  Wirklichkeit.  Die  städtischen  Statuten  des  14.  und  15.  Jahrhunderts  in  Südniedersachsen  und 

Nordhessen, Bielefeld 2000, S. 69, 78ff (3.1.5 Beschränkung der Mahlzeiten). 相澤 隆「奢侈条例と中世都市社会の変

容 南ドイツ帝国都市の場合」『史学雑誌』97‐6 (1987)、1‐38 頁、婚礼条例については 24‐25 頁。ケルンの上層

市民の権勢誇示意欲とワインの利用についての指摘は Gerd  SCHWERHOFF,  „…Die  groisse  oeverswenckliche 

costlicheyt  zo  messigen“.  Bürgerliche  Einheit  und  ständische  Differenzierung  in  Kölner  Aufwandsordnungen  (14.‐17. 

Jahrhundert), in: Rheinische Vierteljahrsblätter Jg. 54 (1990), S. 95‐122, hier S. 118 参照。  
81 DOEBNER, Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, Bd. 4, Nr. 598, § 18 (1445). 
82 Wim BLOCKMANS/ Antheun  JANSE  (Hgg.), Showing Status. Representation of Social Positions  in  the Late Middle Ages, 

Brepols 1999. 
83 Yutaka KITAJIMA, Ghedrunken unde voreret. Die Funktion des Weines in den norddeutschen Städten während des späten 

Mittelalters (Diss. Uni. Trier 2010、未刊行).  
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おわりに 

以上、ワインの生産・経済活動と消費に関するドイツにおける研究状況を概観した。ここで

はとりわけ宗教史・美術史的な側面からの研究状況を紹介しきれていないが、ドイツにおい

て 19 世紀以来数多くの研究が行われ、とりわけこの 20 年間で学術的な研究成果に厚みを増

しつつあることと、主なパースペクティブを示すことは出来たと思う。中世におけるワイン

はキリスト教における象徴的な意味と結びつきつつ、信仰生活のなかで慎ましく少量飲まれ

たり、祝宴で賑やかに大量に消費されたり、低所得者層の日常必需品であったり、富裕層の

ステータスシンボルであったりと、飲まれる時と場所と人によって様々な様相を示していた。

また、問いの立て方によっても農業史、経済史、文化史、法制史、社会史など様々な視角か

らのアプローチが可能である。ワインの歴史の特質はひとつの枠組みに収まりきらない多様

性にある。ドイツの歴史学界においてもシンポジウムなど学際的な交流が可能な場が設定さ

れることで、はじめてまとまった成果を出すことが出来た。そして各国の歴史学界の成果が

日本語という共通言語で紹介される日本において、比較史的な観点から中世におけるワイン

の研究を深めることが期待される84。 

                                                            
84 日本語で書かれた西欧中世のワインの歴史に関する文献は以下がある。翻訳文献:  ロジェ・ディオン(福田育

弘・三宅京子・小倉博行訳)『フランスワイン文化史全書。ぶどう畑とワインの歴史』国書刊行会 2001 年;  同

(福田育弘訳)『ワインと風土－歴史地理学的考察－』人文書院,  1997 年;  ジャン=フランソワ・ゴーティエ(八木

尚子訳)『ワインの文化史』白水社, 1998 年。日本人研究者による研究: 蔵持不三也『ワインの民族誌』筑摩書房, 

1988 年;  斎藤絅子「中世リエージュの都市貴族とぶどう酒商業」比較都市史研究会編『都市と共同体(上)』名著

出版, 1991 年, 47‐69 頁; 同「13‐14 世紀リエージュのぶどう酒商業」『駿台史学』第 81 号, 1991 年, 40‐70 頁;   同

「中世エノー地方における日常生活－ぶどう酒の消費と管理－」『明治大学人文科学研究所紀要』第三十五冊, 

1994 年, 274‐290 頁;  岡村朋美「中世盛期における大西洋ワイン商業の展開と西フランス都市」『史学研究』220

号,  1998 年,  1‐19 頁;   高津秀之「"誰がすべての事柄に決定権をもつのか“－近世ケルン市のワイン税徴収をめぐ

って－」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第 46 輯(第 4 分冊),  2000 年,  33‐44 頁;   谷澤毅「中世後期ドイツ

におけるワインの流通」『長崎県立大学論集』34‐4, 2001 年, 147‐174 頁;  辻泰一郎「帝国ポリツァイ立法開始の

一事例(1)－15 世紀末帝国ワイン条例の成立について－」『法学研究』71  明治学院論叢第 659 号,  2001 年 3 月, 

1‐125 頁;  同「15 世紀末帝国ワイン条例の成立」渡辺節夫編『ヨーロッパ中世の権力編成と展開』東京大学出版

会, 2003 年, 229‐269 頁; 大宅明美「13 世紀都市ラ・ロシェルの政治的危機と経済的危機」山代宏道編『危機をめ

ぐる歴史学－西洋史の事例研究－』刀水書房, 2002 年, 251‐269 頁;  山田雅彦「中世フランドル南部におけるワイ

ン・ステープルの歴史的意味－13 世紀サン・トメールの都市条例を素材として－」加藤哲美編『市場の法文化』

国際書院 2003,  39‐62 頁;   花田洋一郎「中世後期フランス都市財政におけるぶどう酒税について」田北廣道・藤

井美男編『ヨーロッパ中世世界の動態像』九州大学出版会 2004 年, 517‐541 頁。本文献目録の作成には花田洋一

郎(2004), 533 頁, 注 14 を参考にした。 

(2016 年 3 月) 


